
教員免許状の確認について 

 

１．あなたはこれまでに、教員免許状が失効または取り上げられたことはありますか。 

□ある（理由：                                ） 

□ない 

 

２．令和４年７月１日に免許更新制度が発展的に解消しましたが、現在のお持ちの教員免許状が有効か、 

以下のフローチャートにより確認し、該当する項目に☑してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．（臨時免許状所持者のみ）以下を記入してください。 

発行権者  ※京都府教育委員会が発行したもののみ有効 

有効期限  ※有効期限は発行日から３年間 

 

   上記のとおり確認し、相違はありません。 

    令和  年  月  日        

氏名                 

令和４年７月１日以降に

教員免許状を取得した 

□所持する全ての教員 

免許状が有効な状態 

はい 

いいえ 

所持している免許状の中

で最初に取得した免許状

は平成２１年３月３１日

以前に授与されている 

全ての所有免許状と更新証明

書（ある場合）に記載されてい

る「有効期間の満了の日」の 

うち最も遅い日は、令和４年 

７月１日より前である 

□所持する全ての教員 

免許状が失効状態です 

□所持する全ての教員 

免許状が有効な状態 

はい 

いいえ 

免許を更新している 

更新証明書に記載されている

「有効期間の満了の日」のうち

最も遅い日は、令和４年７月 

１日より前である 

□所持する全ての教員 

免許状が有効な状態 

修了確認期限（裏面参照）時点で、 

教員免許状が必要な職に就いていた 

□所持する全ての教員 

免許状が失効状態です 

□所持する全ての教員 

免許状が有効な状態 

はい 

いいえ 

はい 

いいえ 

いいえ 

はい 

はい 

いいえ 

生年月日は昭和３０年４月１日

以前である。 

修了確認期限（裏面参照）時点で、 

教員免許状が必要な職に就いていた 

□所持する全ての教員 

免許状が有効な状態 

□所持する全ての教員 

免許状が失効状態です 

 
□所持する全ての教員 

免許状が有効な状態 

はい 

いいえ 

いいえ 

はい 



 

 

（栄養教諭免許状以外の旧免許状を持っている場合） 

 

最初の修了確認期限 

 受講対象者の生年月日 最初の修了確認期限 

１ 昭和３０年４月２日～昭和３１年４月１日 

昭和４０年４月２日～昭和４１年４月１日 

昭和５０年４月２日～昭和５１年４月１日 

平成２３年３月３１日 

２ 昭和３１年４月２日～昭和３２年４月１日 

昭和４１年４月２日～昭和４２年４月１日 

昭和５１年４月２日～昭和５２年４月１日 

平成２４年３月３１日 

３ 昭和３２年４月２日～昭和３３年４月１日 

昭和４２年４月２日～昭和４３年４月１日 

昭和５２年４月２日～昭和５３年４月１日 

平成２５年３月３１日 

４ 昭和３３年４月２日～昭和３４年４月１日 

昭和４３年４月２日～昭和４４年４月１日 

昭和５３年４月２日～昭和５４年４月１日 

平成２６年３月３１日 

５ 昭和３４年４月２日～昭和３５年４月１日 

昭和４４年４月２日～昭和４５年４月１日 

昭和５４年４月２日～昭和５５年４月１日 

平成２７年３月３１日 

６ 昭和３５年４月２日～昭和３６年４月１日 

昭和４５年４月２日～昭和４６年４月１日 

昭和５５年４月２日～昭和５６年４月１日 

平成２８年３月３１日 

７ 昭和３６年４月２日～昭和３７年４月１日 

昭和４６年４月２日～昭和４７年４月１日 

昭和５６年４月２日～昭和５７年４月１日 

平成２９年３月３１日 

８ 昭和３７年４月２日～昭和３８年４月１日 

昭和４７年４月２日～昭和４８年４月１日 

昭和５７年４月２日～昭和５８年４月１日 

平成３０年３月３１日 

９ 昭和３８年４月２日～昭和３９年４月１日 

昭和４８年４月２日～昭和４９年４月１日 

昭和５８年４月２日～昭和５９年４月１日 

平成３１年３月３１日 

10 昭和３９年４月２日～昭和４０年４月１日 

昭和４９年４月２日～昭和５０年４月１日 

昭和５９年４月２日～ 

令和２年３月３１日 

 


